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自治基本条例等自治基本条例等自治基本条例等自治基本条例等にににに関関関関するするするする調査調査調査調査結果結果結果結果    

 

 

 

１１１１    調査調査調査調査のののの目的目的目的目的    

岸和田市自治基本条例第 33 条の「条例の見直し」規定に基づき、条例の検証等

自治基本条例推進委員会での審議の参考とすることを目的とする。 

 

 

２２２２    調査方法調査方法調査方法調査方法    

（１）調査対象 

平成 17 年までに自治基本条例等を制定した自治体（町村は除く） 

※当初策定から 10 年以上経過し、本市の策定時の社会背景と類似の時期に

策定されている市区を選定 

（２）調査方法 

アンケートを E-Mail 又は郵送 

（３）調査期間 

送付日から３週間程度を予定 

 （４）回収結果  

抽出自治体数抽出自治体数抽出自治体数抽出自治体数    実送信数実送信数実送信数実送信数    回答自治体回答自治体回答自治体回答自治体数数数数    回答率回答率回答率回答率    

28282828 団体団体団体団体    28 団体 23 団体 82.1% 

（５）調査主体 

岸和田市企画調整部企画課 

 （６）集計・分析 

    岸和田市企画調整部企画課 

 （７）備考 

※１自治体につき、複数部署からの回答を含む 

    ※無回答の項目は除く 

資料資料資料資料２２２２－－－－１１１１    
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３３３３    調査結果調査結果調査結果調査結果    

 

■設問１：貴団体では、条例施行後に、追加・変更又は削除された条項及び条文は 

ありますか。 

 

 

 

 

□ア：「ある」と回答した場合 a～ｃ該当するもの選択してください 

 

 

 

 

48%52%

ア：ある

イ：ない

37%

36%

9%

9%

9% ａ：条項及び条文の追加

ｂ：条項及び条文の変更

ｃ：条項及び条文の削除

ａ・ｂ：条項及び条文の追加、変更

ａ・ｂ・ｃ：条項及び条文の追加、

変更、削除

（ア） （イ） 

（ａ） 

（ｂ） 

（ｃ） 

（ａ・ｂ） 

（ａ・ｂ・ｃ） 
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□
 

a
．

条
項

及
び

条
文

の
追

加
 

          

○ ○○○
市 市市市

（ （（（
区 区区区

） ）））
長 長長長

・ ・・・
他 他他他

の ののの
執

行
機

関
執

行
機

関
執

行
機

関
執

行
機

関
及 及及及

び びびび
職

員
職

員
職

員
職

員
    

・
市

職
員

の
役

割
及

び
責

務
に

関
す

る
こ

と
【

伊
丹

市
】

 

・
市

の
附

属
機

関
に

関
す

る
こ

と
【

伊
丹

市
・

富
士

見
市

・
八

戸
市

】
 

・
区

の
責

務
（

危
機

管
理

の
体

制
）

に
関

す
る

こ
と

【
杉

並
区

】
 

○ ○○○
議

会
議

会
議

会
議

会
    

・
議

会
及

び
議

員
の

役
割

及
び

責
務

に
関

す
る

こ
と

【
伊

丹
市

】
 

・
区

議
会

の
責

務
に

関
す

る
こ

と
【

杉
並

区
】

 

・
区

議
会

議
員

及
び

区
議

会
議

長
の

責
務

に
関

す
る

こ
と

【
杉

並
区

】
 

・
議

会
基

本
条

例
に

関
す

る
こ

と
【

多
摩

市
】

 

 

○ ○○○
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
    

・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
に

関
す

る
こ

と
【

伊
丹

市
】

 

○ ○○○
国

等
他

機
関

国
等

他
機

関
国

等
他

機
関

国
等

他
機

関
と

の
と

の
と

の
と

の
関

係
関

係
関

係
関

係
    

・
国

、
地

方
公

共
団

体
及

び
関

係
団

体
と

の
連

携
に

関
す

る
こ

と
【

伊
丹

市
】
 

○ ○○○
基

本
構

想
基

本
構

想
基

本
構

想
基

本
構

想
・ ・・・

総
合

計
画

総
合

計
画

総
合

計
画

総
合

計
画

    

・
総

合
計

画
の

議
会

で
の

議
決

に
関

す
る

こ
と

【
知

立
市

】
 

・
基

本
構

想
等

（
区

議
会

へ
の

報
告

及
び

公
表

）
に

関
す

る
こ

と
【

杉
並

区
】
 

○ ○○○
条

例
条

例
条

例
条

例
の ののの

見
直

見
直

見
直

見
直

し ししし
    

・
条

例
の

見
直

し
に

関
す

る
こ

と
【

杉
並

区
】
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自
治

体
名

a
．

（
追

加
内

容
）

a
．

（
追

加
経

緯
）

施
行

日

杉
並

区

①
第

７
条

第
３

項
　

 区
の

責
務

（
危

機
管

理
の

体
制

）
②

第
９

条
第

１
項

　
区

議
会

の
責

務
③

第
1

0
条

第
２

項
　

区
議

会
議

員
及

び
区

議
会

議
長

の
責

務
④

第
1

0
条

第
３

項
　

区
議

会
議

員
及

び
区

議
会

議
長

の
責

務
⑤

第
1

4
条

第
２

項
　

基
本

構
想

等
（

区
議

会
へ

の
報

告
及

び
公

表
）

⑥
第

3
1

条
第

２
項

　
条

例
の

見
直

し

※
　

詳
細

は
、

別
紙

議
案

第
6

1
号

参
照

①
～

⑥
　

条
例

制
定

時
の

付
帯

決
議

※
に

基
づ

い
て

、
執

行
機

関
及

び
区

議
会

に
よ

る
検

討
結

果
を

踏
ま

え
た

こ
と

に
よ

る
。

※
「

杉
並

区
自

治
基

本
条

例
に

付
す

る
付

帯
決

議
」

３
　

本
条

例
は

、
全

く
新

た
な

自
治

立
法

の
試

み
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
条

例
施

行
後

一
定

期
間

の
施

行
状

況
等

を
勘

案
し

、
検

討
の

う
え

、
そ

の
結

果
に

基
づ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。

①
～

⑥
平

成
2

2
年

４
月

１
日

伊
丹

市

①
第

1
8

条
「

伊
丹

市
参

画
協

働
推

進
委

員
会

」
に

関
す

る
条

項
（

全
文

追
加

）
②

第
５

条
「

議
会

の
役

割
及

び
責

務
」

・
第

６
条

「
議

員
の

役
割

及
び

責
務

」
に

関
す

る
条

項
（

全
文

追
加

）
③

第
８

条
「

市
の

職
員

の
役

割
及

び
責

務
」

・
第

1
0

条
「

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

」
・

第
1

7
条

「
国

、
地

方
公

共
団

体
及

び
関

係
機

関
と

の
連

携
」

に
関

す
る

条
項

の
追

加
（

全
文

追
加

）

①
平

成
2

5
年

に
「

伊
丹

市
協

働
の

指
針

」
を

策
定

し
た

こ
と

を
契

機
に

、
参

画
と

協
働

の
ま

ち
づ

く
り

に
関

す
る

こ
と

を
調

査
審

議
す

る
た

め
に

追
加

。
②

こ
れ

ま
で

の
本

条
例

見
直

し
の

市
民

会
議

等
で

、
ま

ち
づ

く
り

の
主

体
と

し
て

の
議

会
・

議
員

の
位

置
付

け
を

規
定

す
る

こ
と

が
課

題
と

な
っ

て
い

た
。

議
会

が
伊

丹
市

議
会

基
本

条
例

を
制

定
し

た
こ

と
を

契
機

に
本

条
例

に
必

要
な

事
項

を
追

加
し

た
。

③
本

条
例

の
３

度
目

の
見

直
し

検
討

に
お

い
て

、
市

民
会

議
等

か
ら

必
要

と
い

う
意

見
の

あ
っ

た
条

項
を

追
加

。

①
平

成
2

5
年

1
1

月
１

日
②

平
成

2
7

年
４

月
１

日
③

平
成

2
8

年
４

月
１

日
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自
治

体
名

a
．

（
追

加
内

容
）

a
．

（
追

加
経

緯
）

施
行

日

富
士

見
市

（
富

士
見

市
市

民
参

加
及

び
協

働
推

進
委

員
会

）
第

1
6

条
　

市
は

、
市

民
参

加
及

び
協

働
に

よ
る

ま
ち

づ
く

り
を

推
進

す
る

た
め

、
富

士
見

市
市

民
参

加
及

び
協

働
推

進
委

員
会

を
置

く
。

２
　

前
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

富
士

見
市

市
民

参
加

及
び

協
働

推
進

委
員

会
の

組
織

及
び

運
営

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

別
に

条
例

で
定

め
る

。
（

第
1

6
条

を
全

文
追

加
）

市
民

参
加

及
び

協
働

に
よ

る
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
す

る
た

め
の

市
民

に
よ

る
組

織
と

し
て

、
富

士
見

市
市

民
参

加
及

び
協

働
推

進
委

員
会

を
設

置
し

た
た

め
追

加
。

平
成

2
5

年
6

月
2

7
日

多
摩

市

第
８

条
第

２
項

：
市

議
会

の
基

本
事

項
を

定
め

る
も

の
と

し
て

、
多

摩
市

議
会

基
本

条
例

（
平

成
2

2
年

多
摩

市
条

例
第

４
号

）
を

定
め

ま
す

。
（

項
追

加
）

平
成

1
6

年
に

制
定

し
た

多
摩

市
自

治
基

本
条

例
で

は
、

「
市

民
」

の
権

利
と

義
務

、
「

市
議

会
」

及
び

「
市

長
」

の
権

限
と

責
務

等
を

明
確

に
し

て
い

る
。

　
市

議
会

で
は

、
自

治
基

本
条

例
の

制
定

に
伴

い
、

議
会

の
機

能
や

役
割

を
再

検
討

し
、

市
民

が
参

画
で

き
る

議
会

、
そ

し
て

市
民

の
負

託
に

応
え

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

市
民

福
祉

の
向

上
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
平

成
2

2
年

「
多

摩
市

議
会

基
本

条
例

」
を

制
定

し
た

。
　

多
摩

市
議

会
基

本
条

例
制

定
に

伴
い

、
多

摩
市

自
治

基
本

条
例

第
８

条
（

市
議

会
の

設
置

）
第

２
項

に
お

い
て

「
多

摩
市

議
会

基
本

条
例

」
制

定
に

つ
い

て
明

記
し

た
。

平
成

2
2

年
9

月
8

日

知
立

市

（
総

合
計

画
等

）
第

1
3

条
 市

は
、

議
会

の
議

決
を

経
て

、
こ

の
条

例
の

理
念

に
基

づ
い

た
基

本
構

想
及

び
こ

れ
を

実
現

す
る

た
め

の
基

本
計

画
（

以
下

「
総

合
計

画
」

と
い

う
。

）
を

策
定

し
、

又
は

変
更

す
る

も
の

と
し

ま
す

。

※
下

線
部

を
追

加

　
地

方
自

治
法

に
お

け
る

総
合

計
画

（
基

本
構

想
）

の
策

定
義

務
が

廃
止

さ
れ

た
こ

と
を

受
け

、
市

の
総

合
計

画
策

定
に

つ
い

て
の

あ
り

方
を

新
た

に
定

め
る

必
要

が
あ

っ
た

た
め

。

平
成

2
5

年
4

月
1

日

八
戸

市

第
９

章
　

協
働

の
ま

ち
づ

く
り

推
進

委
員

会
第

2
4

条
　

協
働

の
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
す

る
た

め
、

八
戸

市
協

働
の

ま
ち

づ
く

り
推

進
委

員
会

を
設

置
す

る
。

２
　

委
員

会
は

、
協

働
の

ま
ち

づ
く

り
に

関
し

て
必

要
な

事
項

の
調

査
及

び
検

討
を

し
、

市
長

に
対

し
て

意
見

を
述

べ
る

も
の

と
す

る
。

３
　

前
２

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
委

員
会

の
組

織
及

び
運

営
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

は
、

市
長

が
定

め
る

。

全
庁

に
お

け
る

附
属

機
関

の
見

直
し

に
か

か
る

条
項

追
加

平
成

2
5

年
4

月
1

日
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□
b
．

条
項

及
び

条
文

の
変

更
 

             
 

○ ○○○
基

本
理

念
基

本
理

念
基

本
理

念
基

本
理

念
    

    
・

基
本

理
念

に
関

す
る

こ
と

【
秩

父
市

】
    

○ ○○○
市 市市市

（ （（（
区 区区区

） ）））
長 長長長

・ ・・・
他 他他他

の ののの
執

行
機

関
執

行
機

関
執

行
機

関
執

行
機

関
及 及及及

び びびび
職

員
職

員
職

員
職

員
    

・
市

長
の

役
割

及
び

責
務

に
関

す
る

こ
と

【
伊

丹
市

・
秩

父
市

】
 

・
審

議
会

等
の

委
員

に
関

す
る

こ
と

【
伊

丹
市

・
秩

父
市

】
 

・
市

の
附

属
機

関
に

関
す

る
こ

と
【

伊
丹

市
】

 

・
特

別
職

に
関

す
る

こ
と

【
伊

丹
市

・
文

京
区

・
善

通
寺

市
】

 

○ ○○○
議

会
議

会
議

会
議

会
    

・
議

会
の

責
務

に
関

す
る

こ
と

【
秩

父
市

・
杉

並
区

】
 

・
議

会
の

役
割

及
び

権
限

に
関

す
る

こ
と

【
杉

並
区

】
 

・
議

会
の

議
員

及
び

議
長

の
責

務
（

調
査

研
究

活
動

及
び

政
策

立
案

能
力

の
向

上
等

）
に

関
す

る
こ

と
【

杉
並

区
】

 

○ ○○○
協

働
及

協
働

及
協

働
及

協
働

及
び びびび

参
画

参
画

参
画

参
画

    

・
対

話
の

場
の

設
置

に
関

す
る

こ
と

【
伊

丹
市

】
 

・
市

民
意

見
表

明
制

度
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

【
伊

丹
市

】
 

・
意

見
、

提
言

等
の

反
映

に
関

す
る

こ
と

【
秩

父
市

】
 

・
意

見
提

出
手

続
（

制
度

の
目

的
）

に
関

す
る

こ
と

【
杉

並
区

】
 

・
協

働
の

原
則

に
関

す
る

こ
と

【
秩

父
市

】
 

・
市

民
参

画
の

手
続

き
に

関
す

る
こ

と
【

秩
父

市
】

 

・
市

民
投

票
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

【
伊

丹
市

】
 

 

○ ○○○
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
    

・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
に

関
す

る
こ

と
【

秩
父

市
】

 

○ ○○○
市

政
運

営
市

政
運

営
市

政
運

営
市

政
運

営
    

・
情

報
の

共
有

に
関

す
る

こ
と

【
伊

丹
市

】
 

・
行

政
評

価
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

【
伊

丹
市

】
 

・
財

政
状

況
の

公
表

に
関

す
る

こ
と

【
杉

並
区

】
 

○ ○○○
基

本
構

想
基

本
構

想
基

本
構

想
基

本
構

想
・ ・・・

総
合

計
画

総
合

計
画

総
合

計
画

総
合

計
画

    

 
・

基
本

構
想

等
に

関
す

る
こ

と
（

市
の

最
上

位
計

画
、

議
会

へ
の

報
告

及
び

公

表
）
【

杉
並

区
】

 

・
ま

ち
づ

く
り

計
画

の
策

定
に

関
す

る
こ

と
【

秩
父

市
】

 

○ ○○○
住

民
投

票
住

民
投

票
住

民
投

票
住

民
投

票
    

・
住

民
投

票
（

選
挙

権
を

有
す

る
年

齢
）

に
関

す
る

こ
と

【
静

岡
市

】
    

○ ○○○
そ

の
そ

の
そ

の
そ

の
他 他他他

    

・
条

例
の

位
置

付
け

に
関

す
る

こ
と

【
伊

丹
市

】
 

・
用

語
の

定
義

に
関

す
る

こ
と

【
秩

父
市

】
 

・
目

次
に

関
す

る
こ

と
【

杉
並

区
】
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自
治

体
名

変
更

経
緯

施
行

日

伊
丹

市
本

条
例

の
３

度
目

の
見

直
し

検
討

に
お

い
て

、
市

民
会

議
等

か
ら

必
要

と
い

う
意

見
の

あ
っ

た
条

項
を

改
正

。
平

成
2

8
年

4
月

1
日

b
.（

修
正

内
容

：
変

更
前

・
後

）

①
目

次
（

第
四

章
）

文
言

修
正

「
責

務
」

⇒
「

義
務

」
②

第
１

条
　

文
言

修
正

「
責

務
」

⇒
「

義
務

」
③

第
四

章
見

出
し

　
文

言
修

正
「

責
務

」
⇒

「
義

務
」

④
第

８
条

見
出

し
　

文
言

修
正

「
区

議
会

に
関

す
る

基
本

的
事

項
」

⇒
「

区
議

会
の

役
割

及
び

権
限

」
⑤

第
８

条
第

１
項

　
　

文
言

修
正

「
機

能
」

⇒
役

割
」

⑥
第

９
条

見
出

し
　

文
言

修
正

「
区

議
会

の
情

報
の

公
開

及
び

提
供

」
⇒

「
区

議
会

の
責

務
」

⑦
第

９
条

第
２

項
　

区
議

会
の

責
務

（
説

明
責

任
）

に
関

す
る

こ
と

⑧
第

1
0

条
見

出
し

　
文

言
修

正
「

区
議

会
議

員
の

責
務

」
⇒

「
区

議
会

議
員

及
び

区
議

会
議

長
の

責
務

」
（

区
議

会
議

長
の

責
務

を
規

定
）

⑨
第

1
0

条
第

１
項

　
区

議
会

議
員

の
責

務
と

併
せ

て
区

議
会

議
長

の
責

務
（

調
査

研
究

活
動

及
び

政
策

立
案

能
力

の
向

上
等

）
を

規
定

。
⑩

第
2

3
条

　
関

係
法

令
の

制
定

（
地

方
公

共
団

体
の

財
政

の
健

全
化

に
関

す
る

法
律

）
に

伴
う

（
財

政
状

況
の

公
表

)の
規

定
を

修
正

⑪
第

2
8

条
見

出
し

　
文

言
修

正
「

政
策

に
係

る
区

民
等

の
意

見
提

出
手

続
」

⇒
「

政
策

等
に

係
る

区
民

等
の

意
見

提
出

手
続

」
⑫

第
2

8
条

　
区

民
の

参
画

・
協

働
の

推
進

、
区

政
運

営
に

お
け

る
公

正
の

確
保

・
透

明
性

の
向

上
等

を
規

定
※

　
詳

細
は

、
別

紙
議

案
第

6
1

号
参

照

⑬
第

1
4

条
第

１
項

・
基

本
構

想
の

議
会

で
の

議
決

規
定

に
関

し
て

、
法

改
正

に
よ

り
「

地
方

自
治

法
で

定
め

る
こ

と
ろ

に
よ

り
」

を
削

除
・

基
本

構
想

等
を

区
の

最
上

位
計

画
で

あ
る

こ
と

を
明

記
・

基
本

構
想

の
実

現
を

図
る

計
画

を
「

基
本

計
画

等
」

か
ら

「
総

合
計

画
等

」
に

修
正

⑭
第

1
4

条
第

２
項

　
文

言
修

正
「

基
本

計
画

等
」

⇒
「

総
合

計
画

等
」

な
ど

⑮
第

2
7

条
第

４
項

　
地

方
自

治
法

改
正

に
伴

う
修

正
※

　
詳

細
は

、
別

紙
議

案
5

3
号

参
照

①
～

⑫
　

条
例

制
定

時
の

付
帯

決
議

に
基

づ
い

て
、

執
行

機
関

及
び

区
議

会
に

よ
る

検
討

結
果

を
踏

ま
え

た
こ

と
に

よ
る

。
⑬

～
⑮

　
自

治
法

か
ら

基
本

構
想

の
策

定
を

区
市

町
村

に
義

務
付

け
る

規
定

が
削

除
さ

れ
た

こ
と

及
び

自
治

法
に

直
接

請
求

の
代

表
者

の
資

格
制

限
に

係
る

規
定

が
新

設
さ

れ
た

こ
と

に
よ

る
。

①
～

⑫
平

成
2

2
年

４
月

１
日

　 ⑬
～

⑮
平

成
2

3
年

1
2

月
９

日

第
7

条
　

市
長

の
役

割
を

規
定

第
1

1
条

　
（

対
話

の
場

の
設

置
）

文
言

修
正

　
市

民
と

の
対

話
の

場
⇒

市
民

相
互

又
は

市
民

と
市

に
よ

る
対

話
の

場
第

2
項

追
加

市
民

及
び

市
は

、
前

項
に

よ
る

対
話

を
行

う
と

き
は

、
異

な
る

立
場

や
考

え
方

を
互

い
に

理
解

し
合

う
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

※
詳

細
は

別
紙

新
旧

対
象

表
の

と
お

り

杉
並

区
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自
治

体
名

変
更

経
緯

施
行

日

文
京

区
地

方
自

治
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
1

8
年

法
律

第
5

3
号

）
に

基
づ

く
規

定
整

備
を

行
っ

た
。

平
成

1
9

年
4

月
1

日

静
岡

市

静
岡

市
自

治
基

本
条

例
で

は
、

住
民

投
票

の
実

施
に

関
し

、
市

長
の

発
意

に
よ

る
も

の
の

ほ
か

、
住

民
の

請
求

に
よ

る
も

の
を

規
定

し
て

い
ま

す
。

こ
れ

は
、

間
接

民
主

主
義

を
補

完
す

る
た

め
の

発
案

権
（

イ
ニ

シ
ア

チ
ブ

）
を

認
め

る
と

い
う

重
要

な
規

定
で

あ
り

、
法

令
の

考
え

方
に

準
じ

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
と

考
え

、
地

方
自

治
法

の
直

接
請

求
に

倣
い

、
住

民
投

票
の

実
施

請
求

権
年

齢
を

2
0

歳
以

上
（

当
時

）
と

し
て

い
ま

し
た

。
そ

の
後

、
公

職
選

挙
法

の
一

部
改

正
に

よ
り

、
選

挙
権

を
有

す
る

年
齢

が
2

0
歳

か
ら

1
8

歳
に

引
き

下
げ

ら
れ

た
こ

と
に

伴
い

、
公

職
選

挙
法

に
準

じ
て

い
る

地
方

自
治

法
の

直
接

請
求

の
規

定
に

つ
い

て
も

、
適

用
年

齢
が

引
き

下
が

る
こ

と
に

な
り

ま
し

た
。

以
上

の
よ

う
な

背
景

及
び

制
度

の
趣

旨
を

踏
ま

え
て

、
静

岡
市

自
治

基
本

条
例

第
2

6
条

第
１

項
に

規
定

さ
れ

て
い

る
住

民
投

票
の

実
施

請
求

権
年

齢
を

、
公

職
選

挙
法

の
一

部
改

正
と

あ
わ

せ
て

、
「

2
0

歳
以

上
」

か
ら

「
1

8
歳

以
上

」
に

変
更

し
ま

し
た

。

平
成

2
8

年
6

月
1

9
日

秩
父

市

条
例

に
定

め
る

見
直

し
規

定
（

5
年

を
超

え
な

い
期

間
ご

と
に

見
直

し
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
）

に
基

づ
き

、
制

定
時

の
委

員
等

に
よ

る
会

議
、

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
を

経
て

変
更

。
平

成
2

3
年

4
月

1
日

善
通

寺
市

法
改

正
に

伴
う

も
の

①
平

成
1

9
年

4
月

1
日

②
平

成
2

7
年

4
月

1
日

b
.（

修
正

内
容

：
変

更
前

・
後

）

【
変

更
前

】
第

2
6

条
　

本
市

に
住

所
を

有
す

る
年

齢
2

0
歳

以
上

の
者

(永
住

外
国

人
を

含
む

。
)は

、
そ

の
総

数
の

5
0

分
の

1
以

上
の

者
の

連
署

を
も

っ
て

、
そ

の
代

表
者

か
ら

市
長

に
対

し
て

前
条

の
住

民
投

票
の

実
施

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
変

更
後

】
第

2
6

条
　

本
市

に
住

所
を

有
す

る
年

齢
1

8
歳

以
上

の
者

(永
住

外
国

人
を

含
む

。
)は

、
そ

の
総

数
の

5
0

分
の

1
以

上
の

者
の

連
署

を
も

っ
て

、
そ

の
代

表
者

か
ら

市
長

に
対

し
て

前
条

の
住

民
投

票
の

実
施

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
変

更
箇

所
が

多
い

た
め

、
詳

細
に

つ
い

て
は

例
規

集
（

秩
父

市
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
か

ら
閲

覧
可

能
）

を
ご

参
照

い
た

だ
け

れ
ば

幸
い

で
す

。

〔
主

な
変

更
箇

所
〕

・
章

立
て

の
変

更
（

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

、
協

働
等

に
関

す
る

部
分

）
・

表
現

の
修

正
（

「
温

も
り

」
→

「
思

い
や

り
」

、
「

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
→

「
行

う
も

の
と

す
る

」
、

「
こ

た
え

て
」

→
「

応
え

て
」

等
）

①
第

９
条

　
『

市
長

、
助

役
及

び
教

育
長

は
』

⇒
『

市
長

、
副

市
長

及
び

教
育

長
は

』

②
（

特
別

職
等

の
宣

誓
）

第
９

条
⇒

（
特

別
職

の
宣

誓
）

第
９

条

【
変

更
前

】
第

2
5

条
　

区
長

、
助

役
及

び
収

入
役

並
び

に
行

政
委

員
会

等
は

、
協

働
・

協
治

の
推

進
の

た
め

に
、

そ
の

権
限

と
責

任
に

お
い

て
公

正
か

つ
誠

実
に

職
務

の
執

行
に

当
た

る
。

【
変

更
後

】
第

2
5

条
　

区
長

及
び

副
区

長
並

び
に

行
政

委
員

会
等

は
、

協
働

・
協

治
の

推
進

の
た

め
に

、
そ

の
権

限
と

責
任

に
お

い
て

公
正

か
つ

誠
実

に
職

務
の

執
行

に
当

た
る

。
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□
c
．

条
項

及
び

条
文

の
削

除
 

     

 

自
治

体
名

c
.（

内
容

：
削

除
）

c
.（

削
除

し
た

経
緯

）
施

行
日

杉
並

区
第

８
条

第
３

項
区

議
会

は
、

全
二

項
に

規
定

す
る

機
能

等
を

果
た

す
た

め
、

効
率

的
な

議
会

運
営

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

条
例

制
定

時
の

付
帯

決
議

に
基

づ
い

て
、

執
行

機
関

及
び

区
議

会
に

よ
る

検
討

結
果

を
踏

ま
え

た
こ

と
に

よ
る

。

平
成

2
2

年
4

月
1

日

中
野

区

①
第

８
条

…
基

本
構

想
の

制
定

の
項

目
中

、
「

「
地

方
自

治
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７
号

）
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
」

を
削

除

②
第

７
条

…
条

文
の

一
部

削
除

（
区

長
の

在
任

期
間

に
か

か
る

規
定

）
■

削
除

前
（

区
長

の
役

割
及

び
在

任
期

間
）

第
７

条
　

区
長

は
、

区
民

の
信

託
に

こ
た

え
、

区
の

代
表

者
と

し
て

、
公

正
か

つ
誠

実
な

行
政

運
営

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

活
力

あ
る

区
政

運
営

を
実

現
す

る
た

め
、

区
長

の
職

に
あ

る
者

は
、

連
続

し
て

３
期

（
各

任
期

に
お

け
る

在
任

期
間

が
４

年
に

満
た

な
い

場
合

も
こ

れ
を

１
期

と
す

る
。

）
を

超
え

て
在

任
し

な
い

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
３

　
前

項
の

規
定

は
、

立
候

補
の

自
由

を
妨

げ
る

も
の

と
解

釈
し

て
は

な
ら

な
い

。
■

削
除

後
（

区
長

の
役

割
）

第
７

条
　

区
長

は
、

区
民

の
信

託
に

こ
た

え
、

区
の

代
表

者
と

し
て

、
公

正
か

つ
誠

実
な

行
政

運
営

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

①
に

つ
い

て
…

地
方

自
治

法
の

改
正

②
に

つ
い

て
…

本
来

、
区

民
が

選
挙

に
お

い
て

審
判

す
べ

き
事

項
に

つ
い

て
、

区
民

の
選

択
肢

を
狭

め
て

し
ま

う
こ

と
に

な
る

規
定

は
改

め
る

必
要

が
あ

る
と

の
認

識
か

ら
削

除
し

た
。

①
平

成
2

3
年

1
1

月
1

日

②
平

成
2

6
年

3
月

2
7

日

○ ○○○
市 市市市

（ （（（
区 区区区

） ）））
長 長長長

・ ・・・
他 他他他

の ののの
執

行
機

関
執

行
機

関
執

行
機

関
執

行
機

関
及 及及及

び びびび
職

員
職

員
職

員
職

員
    

・
区

長
の

在
任

期
間

に
関

す
る

こ
と

【
中

野
区

】
 

○ ○○○
議

会
議

会
議

会
議

会
    

・
区

議
会

に
関

す
る

こ
と

【
杉

並
区

】
 

 

○ ○○○
基

本
構

想
基

本
構

想
基

本
構

想
基

本
構

想
・ ・・・

総
合

計
画

総
合

計
画

総
合

計
画

総
合

計
画

    

・
基

本
構

想
の

制
定

に
関

す
る

こ
と

【
中

野
区

】
 


